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（
質
問
の 

四
八
）

答

弁

第

四

八

号 

    

衆
議
院
議
員
梨
木
作
次
郞
君
提
出
連
合
国
最
高
司
令
官
の
要
求
に
か
か
る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
の
国
内
法
的
措
置
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
三
八
号 

昭
和
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
梨
木
作
次
郞
君
提
出
連
合
国
最
高
司
令
官
の
要
求
に
か
か
る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
の
国
内
法 

的
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

わ
が
国
が
連
合
国
最
高
司
令
官
の
要
求
に
か
か
る
事
項
を
実
施
す
る
に
は
必
ら
ず
憲
法
の
定
め
る
立
法
手
続
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
四
五
年
九
月
二
日
附
指
令
第
一
号
第
十
二
号
に
徴
し

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

二 

前
号
に
よ
つ
て
、
御
承
知
を
願
い
た
い
。 

三 

政
府
は
、
連
合
国
最
高
司
令
官
の
要
求
に
か
か
る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
公
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
充
分
留

意
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




